
保護者の皆さまへ

令和２年４月２０日

宮崎海洋高等学校長

新型コロナウイルス感染症対策に係る新たな対応について（連絡）

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

また、保護者の皆さまには、本校の対応方針をご理解いただき、ご家庭内でのご指導な

ど多大なご協力をいただいておりますことに重ねて心から感謝申し上げます。

さて、４月１６日夜に政府が緊急事態宣言を全都道府県に拡大したことを受けて、４月

１７日に宮崎県知事および宮崎県教育長から県内すべての県立学校を４月２１日から５月

６日まで臨時休業にするという方針が発表されました。これを受けて、本校でも以下のと

おり対応していくことになりましたので、改めて保護者の皆さまにはご理解とご協力をお

願いいたします。

なお、この新たな対応方針については、現時点における国や県の方針に基づくものであ

り、今後の感染状況等により方針の変更があり得ることをあらかじめご了承ください。

１ 臨時休業の期間

・ ４月２１日（火）～５月６日（水）

・ ５月７日（木）からは学校再開の予定です。

２ 部活動

・ 臨時休業を開始する４月２１日（火）から５月６日（水）までは部活動は中止します。

３ 期間中の生活について

・ ご家庭内においても、引き続き感染防止の対策をお願いします。

・ 臨時休業中も毎朝お子さまに体温を測らせ、健康状態を確認してください。

・ ご家族内および同居されている方の体調不良や新型コロナウイルス感染の疑い、また

は感染の確認があった場合は、すみやかに学校へご連絡くださるようお願いします。

・ 臨時休業期間中は、不要不急の外出を避け、お子さまが友人宅などに集まったり、コ

ンビニエンスストア等で待ち合わせるなどの行動がないようご指導をよろしくお願いし

ます。

・ 期間中の授業時数に相当する課題を配付しておりますので、お子さまの自宅での取組

をご指導くださいますようお願いします。

・ 必要に応じて個別指導を行うことがありますが、個人別に短時間で実施します。

４ その他

・ ４月２０日（月）にお子さまが欠席されたご家庭については、期間中の課題やお子さ

まの私物等をお渡しする必要がありますので、当日中に保護者の方に来校していただき

ますようお願いします。来校できる時間帯等を担任へお知らせください。

以上、よろしくお願いいたします。


